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「
現
在
と
未
来
に
及
ぶ
人
権
侵
害
の

深
刻
さ
」
が
明
ら
か
に 

不
戦
を
誓
っ
た
日
本
社
会
の
あ
り
方
を
守

ろ
う
と
の
世
論
を
背
景
に
「
安
保
法
制
は
憲

法
違
反
」
と
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
の

22
の
地
域
に
25
の
裁
判
が
提
起
さ
れ
11

月
現
在
、
総
原
告
数
は
７
７
０
４
名
、
代
理

人
は
１
６
８
５
名
に
な
っ
て
い
る
。 

全
国
に
先
駆
け
て
２
０
１
６
年
４
月
26

日
に
提
訴
さ
れ
た
「
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
」

(

原
告
１
５
５
２
名)

と
新
安
保
法
制
に
基
づ

く
自
衛
隊
の
発
動
を
差
し
止
め
る
「
差
し
止

め
訴
訟
」（
原
告
52
名
）
と
原
告
も
代
理
人

も
女
性
に
よ
る
「
女
の
会
訴
訟
」（
原
告
１

２
１
名
）
の
３
つ
の
裁
判
が
東
京
地
裁
で
併 

       

行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

裁
判
は
３
年
半
を
経
て
、「
平
和
的
生
存

権
」「
人
格
権
」「
憲
法
改
正
決
定
権
」
な
ど

の
権
利
侵
害
の
回
復
を
求
め
る
様
々
な
立
場

（
被
爆
者
、
戦
争
被
害
者
、
元
自
衛
官
、
現

役
自
衛
官
の
家
族
、
在
日
コ
リ
ア
ン
、
船
員
、

元
航
空
機
機
長
、
鉄
道
貨
物
運
転
士
、
横
須

賀
基
地
周
辺
住
民
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト､

元

原
発
技
術
者
、
障
が
い
者
、
マ
マ
の
会
、
憲

法
学
者
、
国
会
議
員
な
ど
）
の
原
告
意
見
陳

述
と
証
人
尋
問
な
ど
が
行
わ
れ
、
新
安
保
法

制
に
よ
る
「
現
在
と
未
来
に
及
ぶ
人
権
侵
害

の
深
刻
さ
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
対

し
て
被
告
・
国
は
事
実
認
否
も
せ
ず
「
平
和

的
生
存
権
は
、
国
家
賠
償
法
で
保
護
さ
れ
た 

       

具
体
的
な
権
利
で
は
な
い
」
な
ど
と
請
求
棄

却
を
求
め
て
い
た
。 

 

 

「
言
語
道
断
の
判
決
は
許
容
で
き
な

い
」
―
原
告
側
控
訴 

２
０
１
９
年
11

月
７
日
に
出
さ
れ
た

「
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
」
の
地
裁
判
決
は
、

「
原
告
ら
の
請
求
は
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
」

と
い
う
主
文
を
５
秒
程
述
べ
て
裁
判
長
が
退

出
、
裁
判
所
の
判
断
と
い
う
記
述
は
10
頁

し
か
な
い
空
疎
な
判
決
文
で
、「
素
人
裁
判

官
」
に
よ
る
「
駄
作
」
と
酷
評
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

寺
井
一
弘
共
同
代
表
（
弁
護
士
）
は
、

「
言
語
道
断
の
判
決
で
、
い
か
な
る
意
味
で

も
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
控
訴
を



◆時の動き 
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表
明
し
た
。 

そ
の
判
決
内
容
の
問
題
点
に
つ
い
て
飯
島

滋
明
氏(
原
告
・
憲
法
学
者)

は
、
要
旨
以
下

の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 

➀
「
法
律
」
や
「
閣
議
決
定
」
が
個
人
の

生
命
や
権
利
を
侵
害
す
る
と
い
う
観
点
に
欠

け
る
。 

               

 

➁
「
個
人
の
権
利
」
保
障
、
「
憲
法
擁

護
」
の
役
割
が
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
い
う
意
識
に
も
欠
け
る
。 

➂
２
０
１
６
年
12
月
国
連
総
会
で
、「
平

和
へ
の
権
利
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。「
平

和
」
を
「
権
利
」
と
と
ら
え
る
国
際
社
会
の

流
れ
に
逆
行
す
る
。
ま
た
、
憲
法
学
会
の

「
平
和
的
生
存
権
」
の
議
論
の
蓄
積
に
目
を

閉
じ
て
い
る
。 

➃
安
保
法
制
が
あ
る
以
上
、「
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
な
ど
の
対
象
と
な
る
べ
き
特
定

の
事
象
（
米
国
に
よ
る
戦
争
等
）
が
現
実
に

発
生
し
た
段
階
に
な
れ
ば
、
日
本
は
米
国
の

戦
争
に
あ
ら
ゆ
る
形
で
巻
き
込
ま
れ
る
。
こ

の
段
階
で
裁
判
を
起
こ
し
て
も
、
戦
争
や
テ

ロ
攻
撃
の
危
険
性
を
回
避
す
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
安
保
法
制
の

違
憲
性
を
「
い
ま
」、
司
法
の
場
で
も
争
う

必
要
が
あ
る
。 

 

自
衛
隊
の
海
外
派
遣
を
許
さ
な
い
！ 

 

安
倍
政
権
は
国
会
閉
会
中
に
閣
議
決
定
し
、

緊
張
状
態
の
続
く
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
へ
海
上
自

衛
隊
を
派
遣
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
12
月

19
日
に
、
議
員
会
館
前
で
約
２
２
０
０
人

の
市
民
が
「
自
衛
隊
の
中
東
派
遣
反
対
」
と

抗
議
の
声
を
あ
げ
た
。 

 

「
差
し
止
め
訴
訟
」
は
、
２
０
２
０
年
３

月
13
日
に
判
決
が
出
さ
れ
る
。
宮
崎
元
内

閣
法
制
局
長
官
が
「
集
団
的
自
衛
権
は
一
見

極
め
て
明
白
に
違
憲
で
あ
る
」
と
前
橋
地
裁

の
証
人
尋
問
で
明
言
さ
れ
た
こ
と
を
重
く
受

け
止
め
、
東
京
地
裁
で
違
憲
判
決
を
勝
ち
取

と
り
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
「
内
閣
総
理
大

臣
は
、
安
保
法
制
に
基
づ
き
自
衛
隊
を
海
外

に
出
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
判
決
を

求
め
る
緊
急
署
名
に
取
組
ん
で
い
る
。
ご
協

力
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

〔
参
考
資
料
〕 

 

１
、
違
憲
訴
訟
の
会
ニ
ュ
ー
ス
Ｎ
ｏ
．
15 

２
、
東
京
新
聞
朝
刊
２
０
１
９
年
12
月
20 

日
付 

（
ち
ば 

と
し
え
） 

第５１回総がかり１９日行動＝１２.１９東京・永田町議員会館前 

 


